
兵庫県施設照明ＬＥＤ化事業 
公募型プロポーザル評価方針 

 

１ 目的 

「兵庫県施設照明ＬＥＤ化事業公募型プロポーザル実施要領」第３条に基づ

く提案書の評価にあたり、公平性と合理性を確保するために評価基準を定める。 

  

２ 評価方法 

（１）兵庫県施設照明ＬＥＤ化事業公募型プロポーザル評価委員会（以下「評価

委員会」という。）が、参加者から提出された提案書・応募者へのヒアリン

グ等に基づき評価を実施する。 

（２）ヒアリングは、応募者からの提案書の説明及び質疑応答により実施する。 

（３）評価委員会において、評価基準に基づき評価を行い、最も優れた提案をし

た者を第１順位とする。 

 

 

３ 第１順位者の決定方法 

（１）委員の評価点の合計が最も高い提案者を第１順位者とする。 

（２）合計点が同点の第１順位者が複数存在する場合は、出席委員の多数決によ

り第１順位者を決定する。それでも決しない場合は、委員長が第１順位者を

決定する。 

 

４ 第２順位者の決定方法 

第２順位者は前項と同様の方法により決定する。 

  



審査評価基準 

 

評価項目 評価基準 配点 

業務実施体制 

・発注者の計画通りに業務実行が可能な体制を構築で

きているか 

・類似業務における実績があるか 

・施設の業務や来場者等への配慮がされた施工計画・具

体的な工程を明確にしたスケジュールが構築できて

おり、無理なく妥当なものであるか。 

・現地調査や工事中における安全管理がなされている   

 か 

30 

県内企業の活用 
・県内業者の活用に配慮しているか 

10 

照明資材 

・規格・品質が信頼に足りる製品であるか 

・保証期間は十分であるか 

・保証期間内の不点灯、不具合発生時に迅速な対応（交

換・修補）ができる体制の構築ができているか。 

25 

省エネ効果 

・電気使用量の削減率が大きいか 

・更なる省エネ効果が期待できる独自提案があるか 

（調光制御、人感センサーなど） 

10 

見積額 
・提案内容に対して適正に見積もられているか 

・コスト縮減が図られているか 
25 

計 100 

 


